
  
     

    

 
 
 
理事会「会議メモ」 
令和 4年 7 月 29 日（金）第 4回理事会 Web 開催                            
第1号議案 新会員入会承認について 
      中央支部：町田 泰之会員 1名の可決承認                              
第2号議案 臨時総会開催について      
      令和4年9月25日（日）書面決議により開催 可決承認 
      その他各部・委員会の執行状況報告 
令和 4年 9 月 16 日（金）第 5回理事会 

第 1号議案 新会員入会承認について 

      川越支部：大澤 伸哉会員 中央支部：桑原 志保会員 以上 2名の可決承認 

第 2号議案 臨時総会運営について 

その他各部・委員会の執行状況報告 
                                                   
第1回支部長会 令和4年7月29日（金）Web開催 
    理事会後支部長会もコロナウィルス感染拡大のためWEBでの開催となりました。 
    支部編成について、各支部長より要望等また、災害時の救護班を各支部でとりまとめ 
    ８月までに提出をお願いしました。 

    その他各部執行状況報告 

臨時総会  令和4年9月25日（日） 

令和2年に行われた臨時総会で療養費取り扱いの 

減少、会員数の減少に伴い経費削減のため理事数 

を7名～11名に変更をしました。 

しかし、本会の現状を受け再度理事数の見直しを 

はかり現在の7名～11名を7名～10名にするため 

臨時総会が開催されました。 

コロナウィルス感染予防により、加藤顧問弁護士 

役員のみ出席で、会員には書面決議をお願いし 

賛成多数で可決承認されました。 

総務部より 

〇自民党埼玉県支部連合会に7月本会からの要望書を 

提出し9月14日ヒヤリングをWEB会議で行いました。 

    内容は、不適正な広告について（ウェブサイト含む）“肩こり・腰痛・頭痛”などの症状を掲

示し、患者に適応対象と誤解させるケースまた交通事故専門の広告・看板も多くみられます。

また整体院の過剰な看板「頭痛」「手足のしびれ」等何が原因かわからない症状に対し無資格

の整体師が施術を行うことは事故に繋がる可能性が高いと思われます。 

    もう一つは保険者からの委託業者による異常な患者紹介が患者の受診抑制に繋がるため、徹底

した指導をお願いしました。 

〇10月5日（水）本会館で令和4年度相談役会を開催し 

野口 正信先生（大宮支部）・吉本 隆先生（西部支部） 

山本 清次先生（草加八潮支部）・鈴木 昭壽先生（川口 

支部）宮倉 正先生（熊谷支部）の5名の相談役を迎え本 

会会務運営、現状報告後、明細書発行について、後期高 

齢者医療負担金等、また、誇大広告や患者紹介等につい 

て相談役の先生方の考え方や開業当初の話など貴重な意 

見を聞かせていただきました。 

保険部より 

〇令和4年度保険業務講習会開催           

令和4年10月23日（日）に3年ぶりとなる保険業務講 

習会を本会館で、埼玉県保健医療部国保医療課より 

木南様、関東信越厚生局指導監査課より稗田様、 

全国保険協会埼玉支部より柴田様、埼玉労働局より 

石川様の4人の講師をお招きし開催しました。 

 なお、11月よりホームページから保険業務講習会の 

動画を配信しますので必ず視聴をお願いします。 

〇療養費の明細書発行について 

 令和4年10月1日から明細書の発行が義務化(地方厚生(支)局に届け出た施術所)されました。 
 明細書は正当な理由がない限り発行しなければなりません。正当な理由とは、患者様が不要と申し 
 出た場合です。患者様が不要と申し出て、明細書の発行をしない場合は、明細書発行体制加算(13 円) 
 は出来ません。 
 医療扶助(生活保護の医療給付)においても、患者様から支払額を徴収する場合は、必ず明細書を発行
して下さい。患者様から本人支払額を徴収しない場合は明細書を交付する必要はありません。 

 この場合、明細書発行体制加算(13 円)は出来ません。 
〇後期高齢者医療の窓口割合の見直しについて 
 令和 4年 10月から 75歳以上で一定以上の所得がある方の窓口負担が 2割りとなりました。 
 その負担増の配慮措置として令和 4年 10月 1日から令和 7年 9月 30日までの 3年間、外来医療の負 
 担額増額を 3,000円に抑える措置がとられます。 
 柔道整復師療養費も同様に今後 3年間、配慮措置の対象となります。保険負担額が変更となった患者  
 様は窓口負担 2割を施術所に支払います。療養費の窓口負担増額が 1ヶ月 3,000円を超える場合等は   
 その増額分を保険者が患者様の口座へ払い戻しを行います。 
 ＊医療機関と取り扱いが異なりますのでご注意下さい。 
 
事業部より 
 令和４年 11月 20日（日）講道館で日整全国少年柔道大会が開催されます。 
 少年の「団体戦」「形」競技会の選手、監督は最新の埼整広報に掲載しております。 
  団体戦は 2回戦からの出場で対戦相手は、岐阜県と福井県の勝者と対戦予定です。 
 今年度も会員による団体戦は行われませんが、全国柔道整復師高段者大会が同時に開催され本会から 
 「五段の部」北川 睦（熊谷支部）・荻野 裕介（川越）「六段の部」佐藤 公男（川越支部） 
「七段の部」高橋 洋一（東部支部）以上４名が出場します。 

 当日は観客の入場制限があり、少年の大会は選手 1名につき保護者 1名のみ入場可能となります。 
 高段者大会の観戦はできませんのでご了承ください。 
 当日少年大会の模様は、（YouTube）で Live配信を予定していますのでぜひ Live観戦し応援をお 
 いします。 
  また、今年度の市民公開講座は、コロナ感染予防のため中止となりました。 
 
※行事予定  

・11/13（日）学術講演会  第 2回埼整実技研修会       
・11/20（日）日整全国柔道大会 
・12/3 （日）日整医学会 
・R5・2/3（日）第 3回埼整実技研修会 

令和 4年 10 月 25日 

公益社団法人 

埼玉県柔道整復師会 

（総務部） 

    慎みてお悔やみ申し上げます 

    山崎 輝雄 会員（川口支部） 

    浜島  桂 会員（西部支部） 

    毛利 釗坪 会員（西部支部） 

    原   晟 会員（熊谷支部） 

     


